
第199粂 福祉用具専門相談員？）行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げ   

るところによるものとする。   

一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及び  

その置かれている環境を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用  

されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文審を   

示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別  

の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。   

二 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の放能、安全   

性、衛生状態等に関し、点検を行う。   

三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて   

福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意   

事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行  

った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使   

用方法の指導を行う。   

四 指定福祉用具貸与の提供に竺lたっては、利用者等からの要請等に応じて、   

貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、任用方法の指導、  

修理等を行う。   

五 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該   

計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者   

に係る介護支援専門員により、少なくとも6月にl回その必要性が検討さ  

れた上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載され   

るように必要な措置を講じるものとする。  

（3）指定福祉用具貸与の具体的取扱方針  

① 居宅塵準第199粂は、指定福祉用具貸与に係る福祉用具専門相談員の業務   

の方針、手続を明確にしたものであり、福祉用具専門相談員は原則としてこ   

れらの手続を自ら行う必要がある。なお、第四号の福祉用具の修理について   

は、専門的な技術を有する者に行わせても差し支えないが、この場合にあっ   

ても、専門相談員が責任をもって修理後の点検を行うものとする。  

② 第1項第三号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっての調整、説明及び使   

用方法の指導について規定したものであるが、特に、電動車いす、移動用リ   

フト等の使用に際し安全性の面から注意が必要な福祉用具については、訓練   

操作の必要性等利用に際しての注意事項について十分説明するものとする。   

なお、同号の「福祉用具の使用方法、任用上の留意事項、故障時の対応等を   

記載した文書」は、当該福祉用具の製造事業者、指定福祉用具貸与事業者等   

の作成した取扱説明書をいうものである。  

③ 第五号は、居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合、   

主治の医師からの情報伝達及びサービス担当者会議の結果を踏まえ、介護支   

援専門員は、当該計画へ指定福祉用具貸与の必要な理由の記載が必要となる   

ため、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、福   

祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じ   

なければならない。  

また、少なくとも6月に1回、介護支援専門員は、同様の手続きにより、   

その必要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身の状況及びその置か   

れている環境等に照らして、妥当なものかどうかの検証が必要となるため、   

福祉用具専門相談員は、サービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な   

選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならな   

い。  

（14）利用者に関する市町村への通知   

居宅基準第26粂は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び  

（利用者に関する市町村への通知）  

第26粂 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与を受けている利用者   

が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を  

自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因とな  

った事故を生じさせるなどした者については、市町村が、法第2Z粂第1項に基  

づく既に支払った保険給付の徴収又は法第64条に基づく保険給付の制限を行う  

ことができることに鑑み、指定福祉用具貸与事業者が、その利用者に関し、保  

険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記したも  

のである。  

市町村に通知しなければならない。  

一 正当な理由なしに指定福祉用具貸与の利用に関する指示に従わないこと   

により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。  

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと   

き。  

（管理者の責務）  

第52粂 指定福祉用具貸与事業所の管理者は、指定福祉用具貸与事業所の従   

業者の管理及び指定福祉用具貸与の利用の申込みに係る調整、業務の実施状   

況の把握その他の管理を一元的iこ行うものとするb  

2 指定福祉用具貸与事業所の管理者は、当岩亥指定福祉用具貸与事業所の従業   

者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  

（4）管理者の責務   

居宅基準第52粂は、指定福祉用具貸与事業所の管理者の責務を、指定福祉用  

具貸与事業所の従業者の管理及び指定福祉用具貸与の利用の申込みに係る調  

整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定福  

祉用具貸与事業所の従業者に基準の第13章第4節の規定を遵守させるため必要  

な指揮命令を行うこととしたものである。  

（道営規程）  

第200粂 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次   

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において   

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。   

一 事業の目的及び運営の方針   

二 従業者の瞞種、眉数及び概括内裏   

三 営業日及び営業時間   

四 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の  

額   

五 通常の事業の実施地域   

六 その他運営に関する重要事碩  

（4）運営規程   

居宅基準第200粂は、指定福祉用具貸与の事業の適正な運営及び利用者に対  

する適切な指定福祉用具貸与の提供を確保するため、同条第一号から第六号ま  

でに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定福祉用具貸与事業所ごと  

に義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。  

① 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額  

（第四号）  

「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、納品及び使   

用方法の指導の方法等を指すものであること。「利用料」としては、法定代理   

受領サービスである指定福祉用具貸与に係る利用料（1剖負担）、法定代理受   

領サービスでない指定福祉用具貸与の利用料を、「その他の費用の額」として  
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は、居宅基準第197粂第3項により徴収が認められている費用の額並びに必   

要に応じてその他のサ】ビスに係る費用の額を規定するものであるが、個々   

の福祉用具の利用料については、その額の設定の方式（利用期間に暦月によ   

る1月に満たない端数がある場合の算定方法等）及び目録（居宅基準第204   

条第2項に規定する目録をいう。）に記載されている旨を記載すれば足りるも   

のとし、運営境程には必ずしも額自体の記載を要しないものであること。  

② その他運営に関する重要事項（第六号）   

（6）の（》の標準作業者に記載された福祉用具の消毒の方法について規定す   

ること。  

第3の－の3（17）より  

なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種   

類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、   

運営規程を一体的に作成することも差し支えない（この点については他のサ   

ービス種類についても同様とする。）。  

（∋ 利用料その他の費用の額（第四号）   

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る利   

用料（1割負担）及び法定代理受領サービスでない指定訪問介護の利用料を、   

「その他の費用の額」としては、居宰基準第197粂第3項により徴収が認   

められている費用の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額  

を規定するものであること（以下、他のサービス種類についても同趣旨。）。   

③ 通常の事業の実施地域（第五号〉  

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとするこ  

と。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの  

目安であり、当苦亥地域を越えてサービスが行われることを妨げるものでは   

ないものであること（以下、居宅基準第53粂第五項、第73．条第五号、第   

82粂第正号、第100粂第六号、第117粂第六旨及び第200粂第五号につい  

ても同趣旨。）。  

（勤務体制の確保等）  

第101粂 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対し適切な指定福祉用具貸   

与を提供できるよう、指定福祉用具貸与事菜所ごとに従業者の勤務の態勢を   

定めておかなければならない。  

2 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、当該指定福   

祉用具貸与事業所の従業者によって指定括祉用具貸与を提供しなければなら   

ない。草だし、利用者のサービス利用に直接影響を及ぼさない業務について   

は、この限りでない。  

（5）勤務体制の確保等   

居宅基準第101粂は、利用者に対する適切な指定福祉用具貸与の提供を確保  

するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点  

に留意するものとする。   
第3の十－の3 （8）より   

② 準用される居宅基準第101粂第1項及び第2項については、次の点に留  

意すること。  

イ 指定福祉用具貸与事業所ごとに、福祉用具専門相談員の日々の勤務時  

間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を勤務表上明確にするこ  

と。  

ロ 福祉用具の選定の援助、機能等の点検、任用方法の指導等については、  

当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる福祉用具専門相談員が行うべ  

きであるが、福祉用具の運搬、回収、修理、保管、消毒等の利用者のサ  

ービスの利用に直接影響を及ぼさない実務については、福祉用具専門相  

談員以外の音叉は第三者に行わせることが認められるものとしたもので  

あること。なお、保管又は消毒を第三者に委託等する場合は、居宅基準  

第203灸第3項の規定に留意すること。  

（適切な研修の捜会の確保）  

第201粂 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上の   

ために、福祉用具に関する適切な研修の格会を確保しなければならない。  

（5）適切な研修の機会の確保（居宅基準第201粂）   

福祉用具の種類が多種多様であり、かつ、常に新しい機能を有するものが開  

発されるとともに、要介護者の要望は多様であるため、福祉用具専門相談員は  

常に最新の専門的知識に基づいた情報提供、選定の相談等を行うことが求めら  

れる．このため、指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員に福祉用具  

の構造、使用方法等についても継続的な研修を定期的かつ計画的にうけさせな  

ければならないこととしたものである。  
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（福祉用具の取扱桔目）  

第202条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化   

等に対J志することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱   

うようにしなければならない．  

（衛生管理等）  

第203粂 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態に   

ついて、必要な管理を行わなければならない。  

2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等から   

みて適切な消毒効果を有する方附こより速やかに消毒するとともに、既に消   

毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管し   

なければならない。  

3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又   

は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合におい   

て、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管   

又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。  

4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を   

委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実   

施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。  

5 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管   

理に努めなりればならない。  

（6）衛生管理等（居宅基準第203条）  

① 福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及び消毒器材の保守点検の方法   

を記載した標準作業所を作成し、これに従い熱湯による消毒、消毒液を用い   

た拭清等、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により消   

毒を行うものとする。  

② 第3項の規定により、福祉用具の保管又は消毒の業務の全部又は一部を他   

の事業者（当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他の事業所及び指定福祉   

用具貸与事業者に籍祉用具を貸与する事業者を含む。以下「受託者等」とい   

う。）に行わせる指定福祉用具貸与事業者（以下この項において「指定事業者」   

という。）は、当該保管又は消毒の業務が適切な方法により行われることを担   

保するため、当該保管又は消毒の業務に係る委託契約（当該指定福祉用具貸   

与事業者が運営する他の事業所に当該保管又は消毒の業務を行わせる場合に   

あっては、業務規程等）において次に掲げる事項を文書により取り決めなけ   

ればならない。   

イ 当該委託等の範囲   

口 当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件   

ハ 受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務（以下「委託等業務」  

という。）が居宅基準第13章第4節の運営基準（福祉用具貸与の運営基準）  

に従って適切に行われていることを指定事業者が定期的に確認する旨   

二 指定事業者が当該委託等業務に閲し受託者等に対し指示を行い得る旨   

ホ 指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講  

じるよう前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたことを指  

定事業者に確認する旨   

へ 受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償すべき事故が発  

生した場合における責任の所在   

ト その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要な事項  

③ 指定事業者は②のハ及びホの確認の結果の記録を作成しなければならな   

い。  

④ 指定事業者が行う②のこの指示は、文書により行わなければならない。  

⑤ 指定福祉用具貸与事業者は、居宅基準第204粂の2第Z項の規定に基づき、   

②のハ及びホの確認の結果の記録を2年間保存しなければならない。  

（提示及び日録の備え付け）  

第204粂 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程   

の概要その他の利用申込者のサーービスの選択に資すると認められる重要事項   

を提示しなければならない。  

2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定   

福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料   

その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。  

（秘密保持等）  

第33粂 指定福祉用貝貸与事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務   

上知り待た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

2 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者であっ   

た者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密   

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

3 指定福祉用具貸与事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個   

人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の豪族の個人情報を用いる場   

合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。  

（21）秘密保持等  

① 居宅基準第33粂第1項は、指定福祉用具貸与事業所の従業者その他の従業   

者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたも   

のである。  

② 同条第2項は、指定福祉用具貸与事業者に対して、過去に当該指定福祉用   

具貸与事業所の福祉用具専門相談員その他の従業者であった者が、その業務   

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を   

取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定福祉用具貸与事業者は、  
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当吉亥指定福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員その他の従業者が、従業   

看でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用   

時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべき   

こととするものである。  

喧）同条第3項は、福祉用具専門相談員がサービス担当者会議等において、課   

題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報   

を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共有するためには、指定福祉   

用具貸与事業者は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同意を   

得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開  

始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるもので   

ある。  

（広告）  

第34粂 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所について広告   

をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。  

（居宅介護支援事業者に対する利用供与の禁止）  

第35粂 指定福祉用具貸与事業者は、居宅介吾妻支援事業者又はその従業者に   

対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償   

として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。  

（22）居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止   

居宅基準第35粂は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定福祉  

用具貸与事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対し  

て特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の  

財産上の利益を供与してはならないこととしたものである。  

（苦情処理）  

第36粂 指定福祉用具貸与事業者は、提供した指定福祉用具貸与に係る利用   

者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付   

けるための窓口を設置する等の必要な捨置を講じなければならない．  

2 指定福祉用具貸与事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情  

（23）苦情処理  

① 居宅基準第36粂第1項にいう「必要な措置Jとは、具体的には、相談窓口、   

苦情処理の体制及び手順等当該事巣所における苦情を処理するために講ずる   

措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容   

を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するととも   

に、事業所に提示すること等である。  

② 同条第2項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定福祉用具貸与   

事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定福祉用具   

貸与事菜者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、その   

内容等を記■録することを義務づけたものである。  

また、指定福祉用具貸与事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上で   

の重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の  

向上に向けた取組を自ら行うべきである。  

なお、居宅基準第204粂の2第2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録   

は、2年間保存しなければならない。  

③同条第3項は、介護保険法上、苦情処理に関する実務を行うことが位置付   

けられている国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁   

であり、かつ、保険者である市町村が、サービスに関する苦情に対応する必   

要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団体連合会と同様に、   

指定福祉用具貸与事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えるこ   

とを運営基準上、明確にしたものである。  

の内容等を記録しなければならない。  

3 指定福祉用具貸与事業者は、提供した指定福祉用具貸与に閲し、法第23粂   

の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出者しくは提示の求め又は   

当該市町村の職員からの質問若しくは紹介に応じ、及び利用者からの苦情に   

関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受   

けた場合においては、当該指導ヌは助言に従って必要な改善を行わなければ   

ならない。  

4 指定福祉用具貸与事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の   

改善の内容を市町村に報告しなければならない。  

5 指定措祉用具貸与事業者は、提供した指定福祉用具貸与に係る利用者から   

の苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険拉（昭和33年法律第  

192号）第45粂第5項に規定する国民俸康保険団体連合会をいう。以下同じ。）   

が行う法第176条第l項第二号の調査に協力するとともに、国民繚康保険団   

体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助   

言に従って必要な改善を行わなければならない。  

6 指定福祉用具貸与事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった   

場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければな   

らない。  

（事故発生時の対応）  

第37粂 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提   

供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に   

係る居宅介言隻支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ   

ばならない。  

2 指定福祉用具貸与事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処   

置について記録しなければならない。  

3 措定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供によ   

り賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら  

（24）事故発生時の対応   

居宅基準第37粂は、利用者が安心して指定福祉用具貸与の提供を受けられる  

よう事故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定福祉用具貸与事業  

者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合には、  

市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して  

連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状況  

及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたもの  

である。  
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また、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により賠偵すべき事故が発生  

した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものであ  

る。   

なお、基準第204粂の2第2項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際し  

て採った処置についての記録は、2年間保存しなければならない。   

このほか、以下の点に留意するものとする。  

① 利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合の対応   

方法については、あらかじめ指定福祉用具貸与事業者が定めておくことが望   

ましいこと。  

② 指定福祉用具貸与事業者は、賠償すべき事憶において速やかに賠償を行う   

ため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望まし   

いこと。  

③ 指定福祉用具貸与事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発   

生を防ぐための対策を講じること。  

（会計の区分）  

第38条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに経理を   

区分するとと・もに、指定福祉用具貸与の事業の会計とその他の事業の会計を   

区分しなければならない。  

（25）会計の区分   

居宅基準第38粂は、指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ご  

とに経理を区分するとともに、指定福祉用具貸与の事業の会計とその他の事業  

の会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具体的な会計処理  

の方法等については、別に通知するところによるものであること。  

（記録の整備）  

第204粂の2 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に   

関する諾記録を整備しておかなlナればならない。  

2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関   

する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなけれ   

ばならない。  

（7）記録の整備   

居宅基準第204粂の2により、整備すべき記録は以下のとおりであること。   

イ 提供した個々の指定福祉用具貸与に関する記録   

ロ 3の（6）の③の確認の結果の記録及び④の指示の文書   

ハ 準用される居宅基準第26条に係る市町村への通知に係る記録  

一 次粂において準用する第19粂第2項に規定する提供した具休的なサービ  二 準用される居宅基準第36条第2項に係る苦情の内容等の記録  

ホ 準用される居宅基準第37条第2項に係る事故の状況及び事故に際して採   

った処置についての記録  

スの内容等の記録   

二  

三  

四  

五  

して採った処置についての記録  

（準用）  

第205粂 第8粂から第19集まで、第21粂、第・26条、第33条から第38粂ま   

で、第52粂並びに第1Dl粂第1項及び第2項の規定は、指定福祉用具貸与の   

事業について準用する。この場合において、第8集中「第29条」とあるのは   

r第200条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第  

10条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じJ、取り扱う福祉用具の種目」   

と、第14粂第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、   

第ユ8条中「訪問介護貞等」とあるのは「従業者」と．「初回訪問時及び利用   

者」とあるのは「利用者」と、第19条中「提供日及び内容」とあるのは「提   

供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第21集中「内容」とあるの   

は「種目、品名」と、第101条第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」   

と読み替えるものとする。  

（8）準用   

居宅基準第205条の規定により、居宅基準第8粂から第19集まで、第21粂、  

第26粂、第33粂から第38集まで、第52条並びに第101粂第1項及び第2項  

の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用されるため、第3の一（訪問  

介護）の3の（1）から（9）まで、（11）、（14）及び（21）から（Z5）まで、第3の二（訪  

問入浴介護）の3の（4）並びに第3の六（適所介護）の3の（5）を参照されたい。  

この場合において、次の点に留意するものとする。  

① 居宅基準第10粂中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉   

用具の種目」と、第14条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又   

は助言」と、第18粂中一初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、   

第19粂中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種   

目及び品名」と、第21条中 r内容Jとあるのは「種目、品名」と、第101粂   

第2項中 一処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えられるものである   

こと。  

② 準用される居宅基準第101粂第1項及び第2項については、次の点に留意   

すること。   

イ 指定福祉用具貸与事業所ごとに、福祉用具専門相談員の日々の勤務時間、  

常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を勤務表上明確にすること。   

ロ 福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等については、  
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当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる福祉用具専門相談員が行わなけ  

ればならないが、福祉用具の運搬、回収、修理、保管、消毒等の利用者の  

サービスの利用に直接影響を及ぼさない業務については、福祉用具専門相  

談員以外の音叉は第三者に行わせることが認められるものとしたものであ  

ること。なお、保管又は消毒を第三者に委託等する場合は、居宅基準第203  

粂第3項の規定に留資すること．  

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準  

（福祉用具専門相談員の異数）  

第205粂の2 基準該当居宅サービスに咳当する福祉用具貸与又はこれに相   

当するサービス（以下ー基準該当福祉用具貸与」という。）の事業を行う者が、   

当該事業を行う事業所（以下一基準該当福祉用具貸与事業所」という。）ごと   

に置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。  

2 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与（指定介護   

予防サービス等基準第279条第1項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸   

与をいう。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所におい   

て一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基   

準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす   

ことができる。  

（準用）  

第206粂 第8粂から第14粂まで、第16粂から第19条まで、第21粂、第   

26粂、第33粂から第35集まで、第36粂（第5項及び第6項を除くJ、第   

37粂、第3B粂、第52粂、第101粂第1項及び第2項、第拍3粂、第195粂、   

第196粂並びに第4節（第197粂第1項及び第205粂を除く。）の規定は、基   

準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第g粂中ー第29   

粂」とあるのは「第200粂Jと、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門   

相談員」と、第10条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用  

（1）福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第205条の2）   

基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与の事業とが、  

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準該当介護  

予防福祉用具貸与事業所で福祉用具専門相談員の員数を満たすことをもって、  

基準該当福祉用具貸与事業所での員数を満たしているものとみなすことができ  

る。  

（2）準用   

居宅基準第206粂の規定により、居宅基準第8粂から第14集まで、第16粂  

から第19粂まで、第21粂、第26粂、第33粂から第35粂まで、第36粂（第5  

項及び第6項を除く。）、第37条、第38粂、第52粂、第101粂第l項及び第2  

項、第193条、第】95粂、第】96粂並びに第4節（第197粂第1項及び第205  

粂を除く。）の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用されるものであるた  

め、第3の－（訪問介護）の3の（l）から（5）まで、（7）から（9）、（11）、（14）及  

具の種目」と、第14粂第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は  

助言」と、第ユ8粂中「訪問介護眉等」とあるのは「従業者」と、第19集中  

「提供日及び内容、当該指定訪問介譲について法第41粂第6項の規定により  

利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供  

の開始日及び終了日、種目、品名」と、第21条中「括定代理受領サービスに  

該当しない指定坊間介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第101  

粂第2項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第197条第2項中「法  

定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与ノとあるのは「基準該当  

福祉用具貸与」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替え  

るものとする。  

び（21）から（25）まで、第3の二（訪問入浴介護）の3の（4）並びに第3の十－（福  

祉用具貸与）の1（（1）の③を除く。）から3までを参照されたい。なお、この場  

合において、準用される居宅基準第197粂第2項の規定は、基準該当福祉用具  

貸与事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保  

険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定す  

るための基準となる費用の額（100分の90を乗ずる前の額）との間に不合理な  

差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービ  

スの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の  

管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨で  

ある。なお、当該事業所による福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当  

福祉用具貸与と艶められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なる  

ことは認められないものである。  

第十四章 特定福祉用具販売  

第1節 基本方針  

（基本方針）  

第207粂 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売（以下「指定特定福   

祉用具販売」という。）の事業は、要介諌状態となった場合においても、その   

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常   

生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて   

いる環境を踏まえた適切な特定福祉用具（法案8粂第13項の規定により厚生   

労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の   

援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者   

の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護   

する者の負担の軽減を図るものでなければならない。  

十二 特定福祉用具販売  

29   



1 人員に関する基準  

（1）福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第208粂第1項）   

福祉用具貸与の場合と同趣旨であるため、第3の十－（福祉用具貸与）の1  

の（1）を参照されたい。   

第3の十一の1の（l）より  

（D 福祉用具専門相談員の範囲については、政令第3条の2第1項において  

定めているところであるが、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事   

業者の指定を受けようとする者は、当該特定福祉用具販売に従事させるこ  

ととなる者が政令第3粂の2第1項各号に規定する看であるかを確認する  

必要がある。   

② また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第154  

号）附則第18条第2項各号に規定する「都道府県知事が福祉用具専門相談   

員指定講習に相当する講習として都道府県知事が公示するものの課程」に   

該当するかどうかについて疑義があるときは、当該措定の申請をするに当  

たって、その旨を都道府県知事に申し出るものとする。   

③ 指定特定福祉用具販売事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数   

については、常勤換算方法で2以上とされているが、当該指定特定福祉用   

具販売事業者が指定介護予防福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売又は指  

定介淳子防福祉用具販売に係る事業者の指定を併せて受ける場合であっ   

て、これらの指定に係る事業所と指定特定福祉用具販売事業所が一体的に   

運営される場合については、常勤換算方法で2以上の福祉用具専門相談員  

を配置することをもって、これらの指定に係るすべての人員基準を満たし  

ているものとみなすことができる。したがって、例えば、同一の事業所に   

おいて、指定福祉用具貸与、指定介護予防福祉用具貸与、指定特定福祉用   

具販売及び指定特定介護予防福祉用具販売の4つの指定を併せて受けてい  

る場合であっても、これらの運営が一体的になされているのであれば、福  

第2節 人員に関する基鐸  

（福祉用具専門相談員の員数）  

第208条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定福祉用具   

販売事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下一指定特定福祉用具販   

売事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算   

方法で、2以上とする。  

2 指定特定福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受   

ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが   

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に   

掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事業者の区分に応じ、   

それぞれの当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことを   

もって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。   

一 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準第266  

条第1項   

二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準第  

282粂第l項   

三 指定福祉用具貸与事業者 第194条第1項  

祉用具専門相談員は常勤換算方法で2人でもって足りるものである。  

（管理者）  

第209粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ご   

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、   

指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉   

用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施   

設等の時務に従事することができるものとする。  

（2）管理者（居宅基準第209条）   

訪問介綾の場合と同趣旨であるため、第3の一（訪問介護）の1の（3）を参照  

されたい。  

第3の一のl（3）より   

指定特定福祉用具販売事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専   

ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であっ   

て、当買亥事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることがで   

きるものとする。なお、管理者は、福祉用具専門相談員である必要はないも   

のである。   

① 当該指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員としての職務に  

従事する場合   

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理   

業務に支障がないと認められる範個内に他の事業所、施設等がある場合に、  

当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合   

（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管   

理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入   

所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務す  

る場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設におけ  

る勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例   

外的に認める場合があっても草し支えない。）   

2 設備に関する基準  

（l）居宅基準第210粂に規定する必要な広さの区画については、購入申込の受  

第3節 設備に関する基準  

（設備及び備品等）  

第210粂 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な  
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付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。  

（2）指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に必要な設備及び   

備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は施設等と同一敷地内   

にある場合であって、指定特定福祉用具販売の事業及び当該他の事業所又は   

施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所又は施設等に備え付けら   

れた設備及び備品等を使用することができるものとする。  

広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設   

備及び備品等を備えなければならない。  

2 指定特定福祉用具販売車業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指   

定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福   

祉用具販売（指定介護予防サービス等基準第281粂に規定する指定介護予防   

福祉用具販売をいう。以‾F同じ。）の事業とが同一一の事業所において一一体的に   

運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第284粂第l   

項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準   

を満たしているものとみなすことができる。  

第4節 運営に関する基準  

（内容及び手続の説明及び同意）  

第B粂 指定特定福祉用具販売車業者は、指定特定福祉用具販売の提供の開始   

に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第216条において準   

用する第200粂に規定する運営規程の概要、福祉用具専門相談員の勤務の体   

制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記   

した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意   

を得なければならない。  

2 指定特定福祉用具販売率業者は、利用申込者又はその家族からの申出があ   

った場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるとこ   

ろにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文寄に記すべき   

重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用   

する方法であって次に掲げるもの（以下この粂において「電磁的方法」とい   

う。）により提供することができる。この場合において、当該指定特定福祉用   

具販売事業者は、当該文書を交付したものとみなす。   

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの  

イ 指定特定福祉用具販売事業者の使用に係る電子計算槻と利用申込者又  

はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて  

3 運営に関する基準  

（1）内容及び手続の説明及び同意   

居宅基準第8粂は、指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対し適切な指  

定特定福祉用具販売を提供するため、その提供の開始に際し、■ぁらかじめ、利  

用申込者又はその家族に対し、当該指定特定福祉用具販売車某所の運営規程の  

概要、福祉用具専門相談員の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等  

の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりや  

すい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事  

業所から指定特定福祉用具販売の提供を受けることにつき同意を得なければな  

らないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定特  

定福祉用具販売事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ま  

しいものである。   

送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す   

る方法  

口 指定特定福祉用具販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたフ   

ァイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利   

用申込者又はその家族の閲覧に供し、当苦亥利用申込者又はその家族の使   

用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方■  

法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をす  

る場合にあっては、指定特定福祉用具販売事業者の使用に係る電子計算  

機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）   

二 磁気ディスク、シー・ディー■ロムその他これらに準ずる方法により一   

定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイル   

に前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法  

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力   

することによる文書を作成することができるものでなければならない。  

4 第2項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定特定福祉用具販売事業者   

の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算   

機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。  

5 指定特定福祉用具販売事菜者は、第2項の規程により第1項に規定する重   

要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家   

族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又   

は電磁的方法の種類及び内容を示し、文音叉は電磁的方法による承諾を得な   

ければならない。   

一 票2項各号に規定する方法のうち指定特定福祉用具販売事業者が使用す  

るもの   

ニ ファイルへの記録の方式  

6 前項の規定による承諾を得た指定特定福祉用具販売事業者は、当苫亥利用申   

込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受   

けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1  
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項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、   

当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、こ   

の限りでない。  

（提供拒否の禁止）  

第9粂 指定特定福祉用具販売事業者は、正当な理由なく指定特定福祉用具販   

売の提供を拒んではならない。  

（2）提供拒否の禁止   

居宅基準第9粂は、指定特定福祉用具販売事業者は、原則として、利用申込  

に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度  

や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。  

拒否を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員から  

は利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の  

事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定特定福  

祉用具腋売を提供することが困連な場合である。  

（サービス提供困難時の対応）  

第10粂 指定特定福祉用具販売事業者は、当該指定特定福祉用具販売事業所   

の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地   

域という。以下同じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目等を勘案し、利用申込   

者に対し自ら適切な指定特定福祉用具販売を提供することが困難であると認   

めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他   

の指定特定福祉用具販売事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに喜肯じ   

なければならない。  

（受給資格等の確認）  

第11粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売の提供を求   

められた場合は、その昔の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要   

介護認定の有無及び要介護言忍定の有効期間を確かめるものとする。  

2 指定特定福祉用兵販売事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に  

（3）サービス提供困難時の対応   

指定特定福祉用具販売事業者は、居宅基準第9粂の正当な理由により、利用  

申込者に対し自ら適切な指定特定福祉用具販売を提供することが困速であると  

認めた場合には、居宅基準第10条の規定により、当該利用申込者に係る居宅介  

護支援事業者への連絡、適当な他の指定特定福祉用異腹売事業者等の紹介その  

他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。  

（4）受給資格等の確言忍  

（D 居宅基準第11粂第l項は、指定特定福祉用具販売の利用に係る費用につき   

保険給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限   

られるものであることを踏まえ、指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定   

規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配  

赦して、指定特定福祉用具販売を提供するように努めなければならない。  

福祉用具販売の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、   

被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなけれ   

ばならないこととしたものである。  

② 同灸2項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な   

利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載さ   

れているときは、指定特定福祉用具販売事業者は、これに配慮して指定特定   

福祉用具販売を提供するように努めるべきことを規定したものである。  

（要介護認定の申請に係る援助）  

第12粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売の提供の開   

始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の   

申喜看が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、   

当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援   

助を行わなければならない。  

2 指定特定福祉用具販売事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービス   

を含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めると   

きは、要介護認定の更新の申詣が遅くとも当該利用者が受けている要介護認   

定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなけれ   

ばならない。  

（5）要介護認定の申請に係る援助  

（D 居宅基準第12条第1項は、要介詩語定の申請がなされていれば、要介護認   

定の効力が申請時に遡ることにより、指定特定福祉用具販売の利用に係る費   

用が保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定特定福祉用具販売事業者   

は、利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介   

捜認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない   

場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう   

必要な援助を行わなければならないこととしたものである。  

（診 同条第2項は、要介護認定の有効期間が原則として6か月ごとに終了し、   

継続して保険給付を受けるためには要介強更新認定を受ける必要があること   

及び当該認定が申請の日から30日以内に行われることとされていることを踏   

まえ、指定特定福祉用具販売事業者は、居宅介護支援（これに相当するサー   

ビスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認め   

るときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要   

介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わ   

なければならないこととしたものである。  

（心身の状況等の把握）  

第13条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売の提供に当  
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たっては、利用者の係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会誌   

（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省   

令第38号）第13粂第九号に規定するサービス担当者会誌をいう。以下同じ。）   

等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サ   

ービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  

（居宅介護支援事業者等との連携）  

第14粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供する   

に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービ   

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  

2 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売の提供の終了に際   

しては、利用者又はその家族に対して適切な相談又は助言を行うとともに、   

当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サー   

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな   

い。  

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供）  

第16粂 指定特定福祉用具販売事業者は、居宅サービス計画（施行規則第64   

粂第一号ハ及びこに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合   

は、当該計画に沿った指定特定福祉用具販売を提供しなければならない。  

（居宅サービス計画等の変更の援助）  

第17粂 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更   

を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介詩文援事業者への連絡その他の   

必要な援助を行わなければならない。  

（7）居宅サービス計画等の変更の援助   

居宅基準第17粂は、指定特定福祉用具販売を法定代理受領サービスとして提  

供するためには当該指定特定福祉用具販売が居宅サービス計画に位置づけられ  

ている必要があることを踏まえ、指定特定福祉用具販売事業者は、利用者が居  

宅サービス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化等により追加的な  

サービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等の  

ために居宅サービス計画の変更が必要となった場合で、指定特定福祉用具販売  

事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。）  

は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合  

に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の  

範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助  

を行わなければならないこととしたものである。  

（身分を証する書類の携行）  

第18粂 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者に身分を証する看類を携行   

させ、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指   

導しなければならい。  

（8）身分を証する書類の携行   

居宅基準第18粂は、利用者が安心して指定特定福祉用具販売の提供を受けら  

れるよう、指定特定福祉用具販売事業者は、当該指定特定福祉用具販売事業所  

の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、利用者又はその家族  

から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないことと  

したものである。この証書等には、当該指定特定福祉用具販売事業所の名称、  

当該従業者の氏名を記載するものとし、当該従業者の写真の貼付や職能の記載  

を行うことが望ましい。  

（サービスの提供の記録）  

第211粂 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供し   

た際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者   

からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情   

報を利用者に対して提供しなければならない。  

（1）サービス提供の記録   

居宅基準第211粂は、当該特定福祉用具版売の提供日、提供した具体的なサ  

ービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サ  

ービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申出があった場合に  

は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しな  

ければならないこととしたものである。   

また、「その他の適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載  

するなどの方法である．   

なお、提供した具体的なサービス内容等の記録は、居宅基準第215粂第2項  

に基づき、2年間保存しなければならないb  
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